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年
金
手
帳
を
紛
失
ま
た
は
き
損

し
た
場
合
は
、
再
交
付
の
申
請
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

市
役
所
で
の
受
付
は
第
１
号
被
保

険
者
の
み
で
す
。 

◆
本
人
申
請
の
場
合
は
、
写
真
付

き
の
身
分
証
（
免
許
証
等
）
が
必

要
で
す
。 

◆
代
理
申
請
の
場
合
は
、
①
本
人

自
筆
の
委
任
状
②
本
人
の
印
鑑
（
認

め
印
可
）
③
代
理
人
の
写
真
付
き

身
分
証
（
免
許
証
等
）
が
必
要
で
す
。 

※
な
お
、
市
役
所
で
再
交
付
申
請

を
し
た
場
合
、
年
金
手
帳
が
お
手

元
に
届
く
ま
で
１
か
月
位
か
か
り

ま
す
。
急
ぎ
で
年
金
手
帳
が
必
要

な
場
合
は
、
浦
添
年
金
事
務
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

浦
添
年
金
事
務
所 
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日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 
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で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。 

　
浦
添
市
で
は
市
内
に
お
住
ま
い

の
65
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
元

気
に
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
、
困
り
ご
と
は
な
い
か

等
の
「
高
齢
者
実
態
把
握
調
査
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
調
査
は
、
各
種
サ
ー
ビ
ス

利
用
調
整
や
、
今
後
の
高
齢
者
福

祉
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
資
料

と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。
調
査
は

浦
添
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
に

設
置
さ
れ
て
い
る
「
浦
添
市
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
み
の
り
」
職

員
が
直
接
皆
さ
ま
の
自
宅
を
訪
問

し
ま
す
。
調
査
で
知
り
得
た
個
人

の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

日
常
生
活
の
困
り
ご
と
や
介
護
・

保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

な
ど
、
お
気
軽
に
安
心
し
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

　
毎
年
６
月
は
「
環
境
月
間
」
で
す
。

ま
た
、
６
月
５
日
は
「
環
境
の
日
」

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
身
近
な
生
活
環
境
か
ら
地
球
規

模
の
環
境
ま
で
、
私
た
ち
の
周
囲

に
は
様
々
な
環
境
問
題
が
発
生
し

て
い
ま
す
。 

　
豊
か
な
環
境
を
未
来
に
引
き
継

ぐ
た
め
に
、
環
境
の
こ
と
に
つ
い

て
よ
く
知
り
、
考
え
、
話
し
合
い
、

そ
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

　
こ
の
機
会
に
、
節
電
・
節
水
・

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
・
不
用
品
の
リ
サ

イ
ク
ル
・
エ
コ
バ
ッ
グ
持
参
な
ど
、

ち
ょ
っ
と
し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
見
直
し
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
！ 

　
ご
み
の
野
外
焼
却
は
、
「
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
り
、
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
み
を
野
外
で
焼
却
す
る
と
、
有

害
物
質
を
含
む
煙
や
悪
臭
が
発
生
し
、

洗
濯
物
に
臭
い
が
染
み
付
い
た
り
、

健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
、
近

隣
の
住
民
の
迷
惑
と
な
り
ま
す
。

ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、
市
の
指
定

の
方
法
に
よ
り
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
ご
み
は
分
別
し
て
出
し
て
も
ら

え
れ
ば
、
指
定
の
日
に
回
収
し
ま
す
。 

※
家
庭
ご
み
に
つ
い
て
は
、
そ
の

地
域
ご
と
に
市
の
委
託
業
者
が
収

集
し
ま
す
。
事
業
ご
み
の
収
集
に

つ
い
て
は
市
が
許
可
し
た
業
者
と

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ 

浦
添
市
清
掃
事
業
協
同
組
合 

　
　
８
７
７
―
２
７
５
０ 

  

内
容
　
浦
添
市
内
の
心
因
性
の
不

登
校
等
の
児
童
生
徒
に
対
し
て
遊

び
や
会
話
等
を
通
し
て
、
良
き
理

解
者
と
し
て
接
す
る
。 

　
児
童
生
徒
の
自
主
性
・
社
会
性

等
の
伸
長
の
援
助
を
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
登
録
し
活
動
す
る
。 

資
格
要
件 

①
教
育
相
談
等
に
関
心
が
あ
り
、

悩
み
を
持
つ
児
童
生
徒
の
良
き
理

解
者
と
し
て
関
わ
り
合
い
を
望
む

大
学
生
等
（
た
だ
し
、
②
の
時
間

確
保
の
た
め
、
大
学
生
の
場
合
は
３
、

４
年
次
が
望
ま
し
い
）
。 

②
月
１
〜
２
回
の
定
期
活
動
お
よ

び
月
１
回
の
勉
強
会
に
参
加
で
き

る
方
。
（
勉
強
会
は
原
則
毎
月
最

終
月
曜
日
） 

募
集
人
員
　
若
干
名 

募
集
期
間
　
７
月
11
日
（
水
）
〜
８

月
14
日（
火
） 

費
用
等
　
傷
害
保
険
掛
金
、
交
通

費
は
教
育
研
究
所
が
予
算
の
範
囲

内
で
負
担
す
る
。 

登
録
期
間
　
９
月
３
日
（
月
）
〜
平

成
25
年
３
月
31
日（
日
） 

登
録
説
明
会
　
７
月
11
日
（
水
）
、

７
月
26
日
（
木
）
、
８
月
３
日
（
金
）

の
午
後
４
時
か
ら
「
い
ま
ぁ
じ
」

で
行
い
ま
す
。
い
ず
れ
か
に
必
ず

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

※
詳
し
く
は
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【http://w
w
w
.urasoe.ed.jp/uraken/

】

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

提
出
書
類
　
メ
ン
タ
ル
フ
レ
ン
ド

登
録
用
紙（
登
録
説
明
会
で
配
布
） 

申
込
方
法
　
申
込
用
紙
を
適
応
指

導
教
室
「
い
ま
ぁ
じ
」
ま
で
持
参
、

ま
た
は
郵
送
。 
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英
語
多
読
の
方
法
を
学
ぶ
と
と

も
に
、
沖
縄
高
専
図
書
館
で
所
蔵

す
る
易
し
い
英
語
教
材
を
使
用
し

て
英
語
多
読
の
楽
し
さ
を
体
験
し

ま
す
。 

日
時
　
６
月
30
日
（
土
）
午
前
10
時

〜
正
午（
２
時
間
） 

場
所
　
沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校

図
書
館
（
名
護
市
字
辺
野
古
９
０
５

番
地
） 

対
象
　
中
学
生
・
高
校
生
・
大
学
生
・

一
般
社
会
人 

定
員
　
80
人
（
未
経
験
者
40
人
、
経

験
者
40
人
、
先
着
順
） 

募
集
締
切
り
　
６
月
27
日（
水
）ま
で 

講
師
　
総
合
科
学
科
英
語
担
当
教
員 

受
講
料
　
無
料 

※
沖
縄
高
専
図
書
館
は
地
域
の
皆

さ
ま
も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

当
日
は
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
も

開
催
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
本
校

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

h
ttp
://w
w
w
.o
kin
aw
a-ct.ac.jp

/ 

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　 

沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校
総
務
課

図
書
情
報
係（
担
当:

大
城
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あ
な
た
が
考
え
る
平
和
の
写
真

を
募
集
し
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が

考
え
る
平
和
の
写
真
を
撮
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
で
、
平
和
と
は
何
か

を
考
え
る
機
会
と
な
り
、
平
和
意

識
の
高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。 

テ
ー
マ 

「
平
和
な
瞬
間
は
ど
ん
な

顔
？
」 

　
あ
な
た
が
考
え
る
平
和
の
写
真
、

日
常
生
活
の
何
気
な
い
ひ
と
時
に

平
和
と
感
じ
る
瞬
間
の
人
物
な
ど

の
写
真
を
ご
応
募
く
だ
さ
い
。 

募
集
期
間 

７
月
13
日（
金
）（
必
着
） 

応
募
資
格  

①
一
般
の
部（
高
校
生
以
上
） 

②
子
供
の
部（
中
学
生
以
下
） 

※
応
募
方
法
な
ど
の
詳
細
は
日
本

非
核
宣
言
自
治
体
協
議
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

h
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w
w
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u
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an
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m
 

問
い
合
わ
せ 

日
本
非
核
宣
言
自
治
体
協
議
会
事

務
局（
長
崎
市
平
和
推
進
課
内
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校
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学
校
開
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業 

「
や
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し
い
絵
本
か
ら

「
や
さ
し
い
絵
本
か
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始
め
る
英
語
多
読
」

始
め
る
英
語
多
読
」 

学
校
開
放
事
業 

「
や
さ
し
い
絵
本
か
ら 

　
　
　
　 

始
め
る
英
語
多
読
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商
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児童手当の現況届について～現況届の受付が始まります～ 児童手当の現況届について～現況届の受付が始まります～ 
　児童手当の受給資格要件を確認するため、毎年６月１日
における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。 
　５月末日現在の児童手当の受給者には、６月初旬に現況
届の案内を郵送予定です。その内容を確認し、必要事項を
記入の上、郵送または来庁により、６月中に提出してくだ
さい。 
　この現況届の提出がないと、６月分以後の児童手当の振
り込みができなくなりますのでご注意ください。 
現況届の提出方法 
　窓口の混雑が予想されるため、案内通知書で各行政区域
ごとに来庁指定日を設けてあります。 
　来庁指定日に来庁できない方は、受付期間内の日に来庁
するかまたは郵送で必要書類を提出してください。 
※なお、５月に新たに児童手当の手続をして６月分から支
給開始となる方は、現況届の提出の必要はありません。 
郵送申請 
　送付された現況届に記入・押印し、必要書類を添付の上、
同封の返信用封筒で郵送してください。 

所得制限 
　平成24年６月分からは、所得制限
が実施されます。所得制限額を超える
世帯については、月額で、一人につき
一律５千円の支給となります。 
必要書類等 
①印鑑（認め印可） 
②受給者の健康保険証の写し 
③その他状況に応じて提出していただ
く書類もあります。 

④平成24年１月１日に他市区町村に住所のあった方は、父と母
（養育者を含む）の平成24年度所得課税証明書（所得・課税・
控除額記載のもの）を取り寄せて提出してください。※受給
者は、原則として父母のうち所得の高い方(子どもの生計を維
持する程度の高い方になります)。 

受付期間　６月１日（金）～６月29日（金）（土、日および祝日を除く）。 
受付時間　午前９時～午後５時（昼休み時間中も受付）。 
受付場所　202外部会議室（市役所２階児童家庭課裏） 

問い合わせ　児童家庭課児童係　 
　８７６－１２３４（内線３６１７・３６１８） 

児童手当の支給は、６月８日（金）です。６月期の振込は、平成24年２・３月分の子ども手当と４・５月分の児童手当です。 
※振り込みについては、通帳を記帳して確認をお願いします。 
※児童手当の詳細については、市ホームページ右上のサイト内検索→「児童手当」からご覧になれます。 

扶養親族 
の数 

0人 

1人 

2人 

3人 

４人 

５人 

622万 

660万 

698万 

736万 

774万 

812万 

所得額 
（単位：円） 


